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（基準条例） 

 「那珂川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密 

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める 

条例」 

（平成 25年 3月 6日那珂川市条例第 10号） 
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         要支援１  ４２４単位／日   要支援２  531単位／日 
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運営指導における不適正事項等 

 

不適正事項 根拠法令 具体的な内容 

【人員基準】 

〇代表者、管理者及 

  び介護支援専門員 

  の研修要件が満た 

されていない 

 

〇従業者が適正に配 

置されていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇管理者が適正に配 

置されていない 

 

 

 

 【運営基準】 

〇重要事項説明書の 

  内容が不十分 

 

 

 
〇サービス提供の記 

  録がない 

 

 

 
 
〇利用者に不適切な 

費用負担をさえて 

いる 

 

〇領収証の記載が 

  不十分 

 

 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 63条・64条・ 

 65条） 

 

 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 63条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 64条） 

 

 

 

 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 3条の 7準用） 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 88条） 

 
 

（平 18厚労省令第 34 

号第 3条の 18準用) 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 88条） 

 
 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 71条） 

 

 

（規則第 65条準用） 

（規則第 65条の 5） 
 

 

 

・必修の研修を受講していない。 
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 

〇身体拘束に関する 

  取り組みが不十分 

 

〇居宅サービス計画 

  が適正に作成され 

ていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇モニタリング等が 

  不十分 

 

 
 

〇小規模多機能型居 

宅介護計画が適正 

に作成されていな 

い 

 

 

 

 

 

 
 

〇預かり金の管理が 

  不十分 

 

〇運営規定の内容が 

  不十分 

 

〇秘密保持のための 

  対応が不十分 

 

（平 18厚労省令第 34 

号第 73条） 

 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 74条） 

（平 11厚生省令第 38 

 号第 13条） 

 

 

 

 

 

 

 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 74条） 

（厚生省令第 38号第 

 13条） 
 
 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 77条） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 79条） 

 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 81条） 

 

（平 18厚労省令第 34 

号第 3条の 33準用) 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 88条） 

 

 

 
 

 

・居宅サービス計画が作成されていない。 
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 

〇運営推進会議の 

  取り組みが不十分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇事故発生時の対応 

の取り組みが不十 

分 

 

 

【介護報酬基準】 

〇基本単位の請求誤 

  り 

 

 

 

 

 

〇初期加算を適正に 

  算定していない 

 

〇認知症加算（Ⅰ）を 

  適正に算定して 

  いない 

 

 

 

〇看護職員配置加算 

  （Ⅰ）を適正に 

  算定していない。 

 

〇サービス提供体制 

  強化加算を適正に 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 34条準用） 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 88条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（平 18厚労省令第 34 

 号第 3条の 38準用) 

（平 18厚労省令第 34 

号第 88条） 

 

 

（平 18厚労省告示第 

 126 号別表の 4） 

 

 

 

 

 

（平 18厚労省告示第 

 126 号別表の 4） 

 
（平 18厚労省告示第 

 126 号別表の 4） 

 

 

 
（平 18厚労省告示第 

 126 号別表の 4） 

 

 
（平 18厚労省告示第 

 126 号別表の 4） 
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不適正事項 根拠法令 具体的な内容 

 算定していない。 

（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 共通） 
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